
保育所整備促進事業補助金交付要綱 
 
平成２１年７月９日制定（児第９８９号） 

平成２３年３月３１日一部改正（児第３５６５号） 
平成２４年３月２８日一部改正（児第３４７８号） 

平成２５年９月２日一部改正（児第１８７６号） 
平成２６年１０月１０日一部改正（児第１７８１号） 
平成２７年１２月１８日一部改正（児第２５２５号） 

平成２８年２月９日一部改正（児第２９８４号） 
平成２９年１月３０日一部改正（子第１５００号） 
平成２９年８月１４日一部改正（子第１０３８号） 
平成３０年１０月１９日一部改正（子第９５７号） 

令和２年３月１３日一部改正（子第１８９８号） 
令和３年９月１５日一部改正（子第１００３号） 

令和５年９月２５日一部改正（子第９０６号） 
 
 （趣旨） 

第１条 この要綱は、安心こども基金管理運営要領（平成２１年３月５日２０文科初

第１２７９号・雇児発第０３０５００５号文部科学省初等中等教育局長及び厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）（以下「管理運営要領」という。）、千葉県安

心こども基金事業費補助金（平成２１年７月９日児第９８６号千葉県健康福祉部長

通知）（以下「基金要綱」という。）及び就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱

（令和５年８月２２日こ成事第４６６号（こども家庭庁長官通知））（以下「交付要

綱」という。）に基づき、定員増に資する保育所の施設整備の促進を図るため、管理

運営要領に定める事業者又は交付要綱に定める設置主体（以下「事業者」という。）

に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、社会福祉法人に対

する助成の手続に関する条例（昭和３７年千葉県条例第３４号）、千葉県補助金等交

付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）に規定するものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 
 （補助の対象） 

第２条 補助の対象とする事業は、管理運営要領に定める保育所等緊急整備事業及び

交付要綱に定める保育所及び認定こども園（公立施設及び幼稚園型認定こども園は

除く。）の区分における創設、増築及び増改築とする。ただし、千葉市内に設置する

施設に係る整備事業については補助の対象としないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他の団

体にあっては、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれら

に準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は

当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の

各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(２) 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の

義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継

続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、 

情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に



規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りな 

がら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上

の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相 

手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知

りながら、当該契約を締結する行為 

(３) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

３ 交付要綱における認定こども園の区分に係る整備については、保育を実施する部

分を補助の対象とする。 

（補助額の算出方法等） 

第３条 補助額は、補助対象限度額を定員（増築については、増加する定員数）１人

当たり 2,800 千円（以下、「補助対象限度額」という。）として、別表の整備方法ご

とに定めた算定方法により求めた額の範囲内とする。ただし、補助額に千円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 
（申請書の提出期日等） 

第４条 事業者は、この事業を実施しようとするときは、あらかじめ県と協議し、そ

の承認を受けるものとする。 
２ 事業者が規則第３条の規定によりこの補助金の交付を申請しようとするときは、

知事が定める期日までに保育所整備促進事業補助金交付申請書（第１号様式）を知

事に提出しなければならない。 
 （交付条件） 
第５条 規則第５条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。 

(１) 事業の内容のうち次のものを変更するときは、知事の承認を受けなければな

らない。 
  ア 建物の規模及び構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除

く。） 
  イ 建物等の用途 
  ウ 利用定員 

(２) 事業を中止し、又は廃止するときは、知事の承認を受けなければならない。 
(３) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は当該事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに知事に報告しその指示を受けなければならない。 
(４) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約におい

ても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾し

てはならない。 
(５) 契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。 
(６) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格

又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、知事

の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸付けし、又は担保に供してはならない。 
(７) 当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保

管しなければならない。 
(８) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があったときは、その収

入の全部又は一部を県に納入させることがある。 
(９) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良なる管理者の



注意をもって管理をするとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 
(10) 前各号により付した条件に違反したときは、この補助金の全部又は一部を県

に納付させることがある。 
（変更の承認） 

第６条 前条第１号及び第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、

保育所整備促進事業補助金変更（中止、廃止）承認申請書（第２号様式）に変更の

内容及び理由又は中止、廃止の理由を記載した書類を添付して知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ この補助金の交付決定後に額の変更がある場合には、保育所整備促進事業補助金

変更交付申請書（第３号様式）に関係書類を添付して知事に提出しなければならな

い。 
（暴力団密接関係者） 

第７条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第２条第２項第２号又は第

３号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、

その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 
 （実績報告） 
第８条 事業者は、規則第１２条の規定により実績の報告をしようとするときは、事

業の完了の日から起算して１か月を経過した日又は補助金の交付の決定にかかる会

計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに保育所整備促進事業補助金実

績報告書（第４号様式）１部を知事に提出しなければならない。 
 （交付の請求） 
第９条 事業者は、規則第１５条の規定によりこの補助金の交付を請求しようとする

ときは、保育所整備促進事業補助金請求書（第５号様式）１部を知事に提出しなけ

ればならない。 
 （概算払の請求） 
第１０条 事業者は、規則第１６条の規定によりこの補助金の概算払を受けようとす

るときは、保育所整備促進事業補助金概算払請求書（第６号様式）１部を知事に

提出しなければならない。 
 （補助金の返還） 
第１１条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返

還することを命ずる。 
 

附  則 
１ この要綱は、平成２１年７月９日から施行し、平成２１年度予算に係る補助から

適用する。 

２ この要綱は、平成２３年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 
３ この要綱は、平成２４年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 
４ この要綱は、平成２５年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 
５ この要綱は、平成２６年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 
６ この要綱は、平成２７年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 



７ この要綱は、平成２８年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 
８ この要綱は、平成２９年３月３１日を限りにその効力を失う。ただし、本事業の

精算をする場合は、同年５月３１日まで、なおその効力を有する。 
９ この要綱は、平成２９年１月３０日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

る。 
10 この要綱は、平成２９年８月１４日から施行し、平成２９年４月１日から適用す

る。 
11 この要綱は、平成３０年１０月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適用

する。 
12 この要綱は、令和２年３月１３日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 
13 この要綱は、令和３年９月１５日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

14 この要綱は、令和５年９月２５日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 



 別表 
 
   

※総事業費＝総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額  

整備方法 補助額算定方法 

管理運営要領に定める保育所緊急整

備事業による整備 

 総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、基金要綱第３条

第１項で定める保育補助対象額を差

し引いた額の２分の１以内とする。 

交付要綱８（１）①による整備 

総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、交付要綱８（１）

①ウで選定された交付額に２分の３

を乗じた額を差し引いた額の２分の

１以内とする。 

交付要綱８（１）②による整備 

総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、交付要綱８（１）

②ウで選定された交付額に２を乗じ

た額を差し引いた額の２分の１以内

とする。 

交付要綱８（２）①アによる整備 

総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、交付要綱８（２）

①ア（ウ）で選定された交付額に２

分の３を乗じた額を差し引いた額の

２分の１以内とする。 

交付要綱８（２）①イによる整備 

 総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、交付要綱８（２）

①イ（ウ）で選定された交付額に２

分の３を乗じた額を差し引いた額の

２分の１以内とする。 

交付要綱８（２）②アによる整備 

総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、交付要綱８（２）

②ア（ウ）で選定された交付額に２

を乗じた額を差し引いた額の２分の

１以内とする。 

交付要綱８（２）②イによる整備 

総事業費と補助対象限度額を比較

して少ない額から、交付要綱８（２）

②イ（ウ）で選定された交付額に２

を乗じた額を差し引いた額の２分の

１以内とする。 


